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ファクス電話番号区

６３１崖５０２５６４５崖１０６９東

４４１崖１４５５４１９崖１０８１博　多

７７１崖４９５５７１８崖１１０２中　央

５１２崖８８１１５５９崖５１２５南

８２２崖２１３３８３３崖４１０５城　南

８４６崖８４２８８３３崖４３５５早　良

８８１崖５８７４８９５崖７０６６西

【問合せ先】
各区保健福祉センター
福祉・介護保険課

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
額
等

２０

が
確
定
し
た
こ
と
に
伴
い
、
介

護
保
険
の
平
成　

年
度
年
間
保

２０

険
料
額
の
再
計
算
（
本
算
定
）

を
行
い
、
そ
の
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
り
ま
す
。

　

年
間
保
険
料
額
は
市
民
税
や

所
得
の
状
況
に
応
じ
て
８
段
階

で
決
定
し
て
い
ま
す
（
表
参

照
）。

　

納
付
方
法

　

介
護
保
険
料
を
継
続
し
て
年

金
天
引
き
で
納
め
て
い
る
人

は
、
年
間
保
険
料
額
か
ら
４
月

期
～
８
月
期
（
仮
徴
収
期
間
）

の
保
険
料
を
除
い
た
金
額
を　
１０

月
、　

月
、
２
月
の
各
期
に
年

１２

金
天
引
き
し
ま
す
。

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
等

で
納
め
て
い
る
人
は
、
年
間
保

険
料
額
か
ら
４
月
期
～
６
月
期

の
仮
算
定
期
間
の
保
険
料
を
除

い
た
金
額
を
７
月
期
か
ら
翌
年

３
月
期
ま
で
納
め
ま
す
。

　

保
険
料
の
年
金
天
引
き

　

年
間　

万
円
以
上
の
老
齢

１８

（
退
職
）、
障
害
、
遺
族
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
の
介
護
保
険

料
は
年
金
天
引
き
と
な
る
た
め

▽　

歳
に
な
っ
た
▽
市
外
か
ら

６５
転
入
し
た
▽
新
た
に
年
金
支
給

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
─
な

ど
の
条
件
に
該
当
し
た
場
合
、

半
年
～
１
年
後
に
年
金
天
引
き

を
開
始
し
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
の
間
は
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
等
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

平
成

年
度
介
護
保
険
料

平
成　

年
度
介
護
保
険
料
のの

２０２０

決
定
通
知
書
を
送
り
ま

決
定
通
知
書
を
送
り
ま
すす

　

保
険
料
の
軽
減
措
置

　

昭
和　

年
１
月
２
日
以
前
に

１５

生
ま
れ
た
人
で
、
虚
年
間
の
合

計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以

下
の
市
民
税
課
税
者
の
場
合
、

許
本
人
は
市
民
税
非
課
税
で
世

帯
の
市
民
税
課
税
者
が
虚
の
人

の
み
の
場
合
─
に
該
当
す
る
人

に
は
前
年
度
と
同
額
に
据
え
置

く
措
置
を
取
っ
て
い
ま
す
（
保

険
料
額
は
表
参
照
）。
申
請
は

不
要
で
す
。

　

保
険
料
の
減
額
制
度

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人

の
う
ち
、
第
３
段
階
の
人
で
所

得
が
少
な
い
（
２
人
世
帯
の
場

合
、
年
収
が
１
８
０
万
円
以

下
）
な
ど
一
定
要
件
に
該
当
す

る
人
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

を
第
２
段
階
相
当
額
に
減
額
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
減
額
の

詳
し
い
要
件
な
ど
は
、
決
定
通

知
書
に
同
封
の
「
介
護
保
険
料

決
定
（
本
算
定
）
の
お
知
ら

せ
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
ほ
か
災
害
や
著
し
い
所

得
の
減
少
な
ど
で
、
保
険
料
の

納
付
が
困
難
に
な
っ
た
と
き

は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
が
減

免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
介
護

に
か
か
る
費
用
の
１
割
の
自
己

負
担
で
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
で

き
ま
す
が
、
保
険
料
を
滞
納
す

る
と
、
そ
の
期
間
に
応
じ
て
、

費
用
の
自
己
負
担
額
が
増
え
た

り
、
一
時
的
に
介
護
給
付
が
差

し
止
め
に
な
る
な
ど
の
制
限
が

か
か
り
ま
す
。
保
険
料
は
期
限

内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
納
付
が

困
難
な
場
合
、
そ
の
ま
ま
に
せ

ず
に
、
早
め
に
お
住
ま
い
の
区

の
福
祉
・
介
護
保
険
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
支
払
い
に
口
座
振

替
を
利
用
す
る
と
納
め
忘
れ
も

な
く
安
心
・
便
利
・
確
実
で
す
。

　

高
齢
者
を
狙
っ
た　
　
　
　

　

詐
欺
に
ご
注
意
を

　

介
護
保
険
料
が
還
付
さ
れ
る

と
電
話
を
か
け
て
銀
行
の
Ａ
Ｔ

Ｍ
（
現
金
自
動
預
け
払
い
機
）

６５歳以上
の人に年間　　

保険料額
計算
方法対象者所得

段階

２６,９６３円基準額
×０.５

生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で
世帯全員が非課税１

２６,９６３円基準額
×０.５

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額
と合計所得金額の合計が８０万円以下２

４０,４４５円基準額
×０.７５

世帯全員が市民税非課税で、第１段階、第２
段階以外３

５３,９２６円基準額本人は市民税非課税で世帯員に課税者あり
４

４９,０７３円基準額
×０.９１軽減措置対象者許

６７,４０８円基準額
×１.２５

本人が市民税課税で合計所得金額が２００万円
未満

５
５８,２４１円基準額

×１.０８軽減措置対象者虚

８０,８８９円基準額
×１.５

本人が市民税課税で合計所得金額が２００万円
以上３００万円未満６

９４,３７１円基準額
×１.７５

本人が市民税課税で合計所得金額が３００万円
以上６００万円未満７

１０７,８５２円基準額
×２

本人が市民税課税で合計所得金額が６００万円
以上８

　※分からないことはお気軽にご相
談ください。

所得段階と年間保険料額

介
護
保
険

　

「
基
準
額
」
っ
て

な
ん
で
す
か
？

　

介
護
保
険
料
で
は

３
年
間
の
事
業
計
画

を
策
定
し
、
そ
の
給
付
の
見
込

み
を
基
に
保
険
料
基
準
額
（
第

４
段
階
５
万
３
９
２
６
円
）
を

算
出
し
て
い
ま
す
。
市
民
税
の

課
税
状
況
や
所
得
額
に
応
じ
て

基
準
額
に
保
険
料
率
を
乗
じ
た

も
の
が
年
間
保
険
料
額
と
な
り

ま
す
。
　

納
付
書
を
な
く
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
？

　

再
発
行
し
ま
す
の

で
お
住
ま
い
の
区
の

護
保
険
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
後
日
送
付
し
ま
す
。
今
後

は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
に
は
、
ど

の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す

か
？

　

介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
に

は
、
介
護
や
支
援
が
必
要
な
状

態
で
あ
る
と
認
定
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
お
住
ま
い
の

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
福
祉
・
介

護
保
険
課
に
「
要
介
護
認
定
」

の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
は
家
族
等
が
代
理
で
行
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。

＆

ＱＡＱＡ

ＱＡ Q

A

か
ら
振
り
込
ま
せ
る
事
件
や
、

要
介
護
認
定
の
更
新
に
保
険
料

が
必
要
と
言
っ
て
だ
ま
し
取
る

と
い
っ
た
事
件
が
市
内
で
も
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

要
介
護
認
定
や
ケ
ア
プ
ラ
ン

（
介
護
計
画
）
作
成
に
自
己
負

担
は
な
く
、
介
護
保
険
料
を
民

間
事
業
所
が
預
か
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
不
審
な
請
求
な
ど

怪
し
い
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ
に

各
区
福
祉
・
介
護
保
険
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
福
祉
・
介


